
【ＤＯ（実施）】
後期基本計画（令和３年度～令和７年度）における数値目標

施策経費

施策の概要（細施策）

令和 7 年度 施策評価表

施策担当部 都市整備部 部長 田中　祐二
施策担当課 都市計画課 課長 帯山　武敏

Ｒ３目標値 Ｒ４目標値 Ｒ５目標値 Ｒ６目標値 Ｒ７目標値 Ｒ６年度

Ｒ３実績値 Ｒ４実績値 Ｒ５実績値 Ｒ６実績値 Ｒ７実績値 達成率 進捗率

45.0 45.5 46.0 46.5 47.0

42.2 29.9 37.3 36.6

56.2 58.5 60.7 63.3 66.0

56.2 58.5 61.0 63.0

施策達成状況の説明

Ｒ６年度 Ｒ７年度 Ｒ８年度
決算 予算 見込

事業費 336,372 449,446 1,211,824

国庫支出金 86,459 19,536 175,279

県支出金 110,204 213,081 242,180

地方債 0 57,400 600,100

その他 623 606 32,371

一般財源 139,086 158,823 161,894

人件費 82,616 102,418 ─

フルコスト 418,988 551,864 ─

施策 1701 計画的な土地利用と都市拠点機能の充実

施策の方針
　計画的な土地利用の推進を図るとともに、中心市街地周辺や新大村駅周辺などの都市拠点機能の充実と、中
心市街地の活性化に取り組む。

関連する
SDGsの
ゴール

指標名 単位
基準値
（Ｒ１）

① 計画的な土地利用が行われていると感じる人の割合 ％ 44.1 78.7% 77.9%

② 地籍調査進捗率 ％ 51.6 99.5% 95.5%

③

④

⑤

（単位:千円） 特記事項

内
訳

170101 計画的な土地利用の推進

　自然環境の保全や社会的・歴史的諸条件などを考慮しながら、「国土利用計画法」や
「都市計画法」などに基づき、適正かつ計画的な土地利用を推進するとともに、地籍の明
確化を図り、土地利用の高度化に資するため地籍調査の早期完了に努めます。
　また、土地利用の現状や将来の動向を考慮しながら、用途地域の適切な見直しを行いま
す。

170102
コンパクトで機能的なまち
づくり

 「大村市立地適正化計画」に基づき、多極ネットワーク型コンパクトシティの実現に向
け、居住と都市機能の適正な誘導を図るとともに、公共交通のネットワーク化を計画的に
進めます。

170103 中心市街地の活性化
　ＪＲ大村駅周辺を中心とする中心市街地において、「ミライｏｎ（県立・市立一体型図
書館及び大村市歴史資料館）」、「コレモおおむら」、「市民交流プラザ」、「プラット
おおむら（中心市街地複合ビル）」の連携を図り、更なる活性化を推進します。

170104
スマートシティの実現に向
けたまちづくり

　機能的な次世代型のミライ都市を目指すため、ＡＩやＩｏＴ、５Ｇといった最先端技術
を活用した取組を推進し、スマートシティの実現を目指します。

　令和６年度の実績は、指標①「計画的な土地利用が行われていると感じる人の割合」については、目標値を下回っている。
　令和３年度末に見直しを行った「都市計画マスタープラン」や「立地適正化計画」に基づき、コンパクトで機能的な土地利用の推進に取り組む
と共に、計画的に都市拠点や地区拠点の整備を行っている。
　具体的には、大村中心地区では、「ミライｏｎ」、「プラットおおむら」の整備を核として、周辺道路、駐車場及び駐輪場の整備を進めてきた
結果、多くの市民が訪れ、交流し、憩いや学びの場としての役割を果たしている。また、西大村地区においても、「市民病院」の建替えを核とし
て、「中地区公民館」や周辺道路の整備を行い、市民に必要な都市施設の立地を行っている。
　指標②「地籍調査進捗率」については、「国土調査法」に基づき、土地利用の高度化に資するため、地籍調査の早期完了を目指し事業を実施し
ているが、国補助率（補助金）の低下により目標値を下回っている。



【ＣＨＥＣＫ（評価）施策担当部長】

【ＡＣＴＩＯＮ（改善・改革）】

令和８年度新規事業

施策を達成する上での問題点・課題

　計画的な土地利用と地域特性に応じたまちづくりを推進していく必要がある。
　また、将来の人口減少及び高齢化社会に備え、コンパクトで機能的なまちを形成するため、都市計画マスタープランや立地適正化計画に基づき
都市機能を集約させ、居住誘導区域内の生活利便性の向上を図る必要がある。
　そのため、「コンパクトで暮らしやすいまち」の実現に向けて、令和４年度３月に見直しを行った「都市計画マスタープラン」及び「立地適正
化計画」の目標や方針に基づき、計画的にまちづくりを推進していく必要がある。

上記の問題点・課題を踏まえた事務事業の改善・改革や新規事業についての考え方

　平成２９年３月に策定した立地適正化計画に基づき、居住誘導区域や福祉、医療、商業等の都市機能を都市の中心拠点や生活拠点に誘導し、集
約するとともに、公共交通の充実に合わせたコンパクトなまちづくりに取り組んでいる。大村中心地区や西大村地区においては、都市再生整備計
画に基づいた中心市街地の活性化や住環境の整備を行い、令和元年度に大村中心地区の事業が完了し、令和２年度には西大村地区の事業が完了し
ている。
　この両地区での事業については、事業評価を実施しており、その評価結果を次の拠点づくりの参考にしながら、今後も立地適正化計画に基づ
き、拠点づくりを推進していく。
　また、令和６年度に県と連携し実施した都市計画基礎調査を基に、土地利用の現状を把握し、１０年毎に見直すこととしている「都市計画マス
タープラン」や、策定から５年毎に見直すこととしている「立地適正化計画」の改定を令和３年度に完了したことから、今後は、改定した計画に
基づき、「コンパクトで暮らしやすいまち」の実現に向けて、まちづくりを推進していく。

令和８年度見込
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事業名 担当課 対象・事業概要など
事業費（千円）
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